
 児童福祉法に基づく助産施設及び母子生活支援施設への入所等に関する規則の一部を改

正する規則をここに公布する。 

  令和８年６月１日 

 

                   海田町長 

 



 

海田町規則第２０号 

×××児童福祉法に基づく助産施設及び母子生活支援施設への入所等に関する規則 

   の一部を改正する規則 

×児童福祉法に基づく助産施設及び母子生活支援施設への入所等に関する規則（平成２１

年海田町規則第１１号）の一部を次のように改正する。 

別表第１備考２及び別表第２備考１中「、第５条の４第６項及び第５条の４の２第５

項」を「及び第５条の４第５項」に改める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 


